
福島市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月２９日  

 

          福島市長       木  幡   浩         

 

福島市規則第  16 号  

 

福島市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 福島市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則（平成 12年規則第 50号）の一部を次のように改正す

る。  

 第３条第２項に次のただし書を加える。  

  ただし、児童扶養手当受給者については提出を省略することができる。  

 第５条中「療育」を「療養」に改める。  

 第 11条を第 12条とし、第 10条の次に次の１条を加える。  

 （添付書類の省略）  

第 11条  市長は、この規則により申請書又は変更届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認す

ることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。  

 様式第３号を次のように改める。  

 

 



様式第３号（第５条関係）  

 

  



 

 



   附  則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  


